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※今月寄稿していただいた 

林奈保美さんの写真です。 
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「子供が支えに」 

 
                           林 奈保美 

 

 1997 年 2月、交通事故で、頚椎を損傷しました。 

当初は、触っても感覚がなく動かない足、握ることのできない手にもかかわらず、車

椅子生活になるとは思ってもみませんでした。誰も話してはくれませんでしたが、リハ

ビリをしていく中で、段々と車椅子生活になることがわかり、嫌でもそれを受け入れざ

るを得ませんでした。1 年 2 ヶ月の入院生活は辛いこともありましたが、リハビリの先

生方、両親、妹に支えられて、目標の車の免許取得まで頑張れたと思います。 

 私が生活できるように建て替えられた自宅に帰ってきても、日常生活がリハビリでし

た。車の乗降・運転、車椅子の積込み、着替え、風呂、トイレ等々。他にも補助具を使

用せず、字を書く練習もしました。 

 

 2001 年 3月、お付き合いをしていた方と結婚しました。 

彼が転勤になったことがきっかけですが、私も日常生活がある程度、自分でできるよう

になったからです。 

1 年ほど住宅を探していましたが、結局、彼の勤務先の近くに家を建てました。知人

がいない場所での生活は、とても寂しかったのですが、週 2回ヘルパーさんに入っても

らい、できる範囲で家事をしていました。 

一人の時は、車椅子から落ちないようにも気を付けていました。 

 

 2006 年 2月、男の子を出産し、母になりました。 

産声を聞き、顔を見たときは、とても嬉しく、幸せな気持ちになりました。 

 妊娠中は、流産や自律神経過反射などのリスク、お腹が大きくなると日常生活が不便

になったので、実家に戻ってきました。幸い貧血以外の症状はありませんでした。 

 無痛分娩で、破水から約 8時間半で出産、終時、軽い腹痛くらいの症状でした。 

 育児も彼と二人では難しいので、その後も実家でお世話になりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私ができたことといえば、息子を抱かせ

てもらい、授乳やミルクを飲ませ、寝返りす

るまでのおむつ替えくらいでした。 

息子が動くようになると、屋内でも見守

りが大変で、昼間は保育園・幼稚園に預け、

自分の時間が持てるようになりました。息

子に寂しい想いをさせないように、幼稚園

などの行事には参加しました。 

  

現在は息子も高校生になり、手がかからなくなりましたが、主人をはじめ、近所に住ん

でいる両親、妹にも相変わらず支えてもらってます。家族には、心から感謝しています。 

 これから、脊損者で結婚・出産・育児を考えている方、自分も周りも考えている以上に

大変かもしれません。嫌な思いもたくさんすると思います。でも、私は子供の存在も支え

になっています。チャンスがあれば、挑戦してみてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行為に係る看護師の研修を修了しました。 

 

        入院棟２ 摂食嚥下障害看護特定認定看護師 藤原勇一   

特定行為研修制度って何？        

2025 年に向けて、さらなる在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看

護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、一定の診療の

補助（例えば脱水時の点滴（脱水の程度の判断と輸液による補正）など）を行う看護師を

養成し、確保していく必要があります。このため、その行為を特定し、手順書によりそれ

を実施する場合の研修制度を創設し、その内容を標準化することにより、今後の在宅医療

等を支えていく看護師を計画的に養成していくことが本制度創設の目的です。 

特定行為研修を修了すると 

特定行為研修を終了した看護師は、あらかじめ医師が作成した手順書内であれば、高度な

知識や判断力により、医師の判断を待たずに診療補助をおこなうことができます。これは、

研修を受ける前は患者の病状や変化を医師に一回一回報告し、判断や指示を仰いでいたも

のが、あらかじめ医師が作成した指示書をもとに自分の判断で特定行為をおこなえるよう

になるということです。つまり、看護師自身の判断で、対処できることが多くなるというこ

とです。 

（具体的な例） 

 

 

 

 

 

（以上 厚生労働省 HP より一部抜粋） 

特定行為研修修了者によるメリットとは？ 

特定行為研修を受けた看護師が、患者さんの状態を見極めることで、タイムリー な対

応が可能になります。また、患者さんや家族の立場に立ったわかりやすい説明ができ、

「治療」と「生活」の両面からの支援の促進に貢献します。医師は手順書の作成により特

定看護師が医療行為を行えるようになるため、医師としての専門業務に専念する時間が確

保でき、より多くの患者さんを診療するなどの有効活用が期待できます。手術や高度な検

査、医学研究など、医師にしかできない仕事により集中できるようになります。また特定

看護師は研修でより深い医療知識を学ぶため、これから求められるチーム医療を実施して

いくうえでスムーズな連携が図れることにもつながります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行為研修制度を受講するきっかけ 

私は、８年ほど前に半年間かけて、摂食嚥下障害看護認定看護師という資格を取得しま

した。この資格は、「口からご飯が食べれない」ため経鼻胃管（鼻から管を入れて栄養を

取る）や胃ろう（お腹に穴を開けて栄養を取る）といった患者さんに、もう一度安全に口

から食べて頂くための手段を専門の検査やリハビリの訓練として、医師やリハビリスタッ

フ、看護師と共に一緒に考え実現できる資格です。私は、この経験を通して、現状に満足

せず目標を持って学んでいくことで、目の前の患者さんが良くなっていく姿を実感しまし

た。特定行為研修制度は、医学的知識や臨床の判断力、診断学を約 200 時間学び、東京の

病院や当院の先生方から臨床実習を受けました。これから私は、入院患者さんの脱水症状

により点滴が必要となった場合、処方させて頂いたり、呼吸器を必要となった場合は、呼

吸器が早期に外せるように、医師や看護師と連携し努めていく次第です。まだまだ、特定

看護師としては未熟なため、医師の指導を受けながら、今後、患者さんの役に立てるよう

に励んでいきたいと思います。 

 

※ 厚生労働省 HP から看護師の特定行為研修について案内が出ています。 

 

 

 

ぜひ参考にして下さい。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 来院される方へのお願い 

最近、新型コロナウイルスの感染者が急激に 

増加しております。 

感染拡大防止にご協力をお願いします！ 
 

※最新の情報はホームページをご確認下さい。（https://sekisonh.johas.go.jp） 


